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第 1 監査の概要 

 

1． 監査の種類 

地方自治法第 199条第 7項の規定による監査 

 

2． 監査の対象 

(1) 公の施設 

直鞍産業振興センター 

直鞍産業振興センター別館 

 

 (2) 指定管理者 

一般財団法人 直鞍情報・産業振興協会 

 

3． 監査の範囲  

令和2年4月1日から令和3年3月31日までに執行された公の施設の管理、会計処理等に関する事務 

 

4． 監査の期間 

令和3年9月1日から令和3年9月30日まで 

概要聴取  令和3年9月10日 

 

5． 監査の方法 

監査にあたっては、主に次の事項が適正に行われているかどうかについて、指定管理者に関係書類 

の提出を求め、関係諸帳簿及び証拠書類との照合による書類審査ならびに関係者からの説明聴取を実 

施した。 

 

(1) 監査の要点 

ア 協定書について 

協定書による義務の履行は適切に行われているか。 

イ 出納管理について 

収支会計経理は適正になされているか。 

料金徴収に係る事務処理手続きが適切に行われているか。 

ウ 経営改善について 

経費削減・収入増加を図る管理運営及び対策が行われているか。 

エ 事業計画について 

施設の管理等が事業計画に沿って適切に行われているか。 

オ 諸規定の整備について 

公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等について整備されているか。 

 

(2) 監査の実施方法 

上記監査要点に基づき、以下の方法で監査を実施した。 

ア 協定書の内容と提出書類等を突合し、適切に履行されているかを確認した。 

イ 施設の運営状況につきヒアリングを実施し、関係書類を閲覧した。 

ウ 経費削減及び収入増加のための施策の有無を確認した。 

エ 事業計画に基づいた管理運営が適切に履行されているかヒアリングを実施し、関係書類を閲覧し

た。 

オ 公の施設の管理に係る諸規定（管理規程、経理規程等）の内容確認と関連の諸規定の有無を確認

した。 
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(3) 現地調査 

ア 指定管理者が管理運営する主な施設について、その管理実態を確認するための視察を行った。 

イ 施設の管理・運営についての改善策や収入増加・経費削減等の提言及び実施状況について聴取し

た。 

ウ 施設利用の事務手続及び料金徴収事務の手続を確認するとともに、現金の管理方法を調査し、料

金徴収事務、現物管理の合理性を検証した。 

 

第2 公の施設の事業概要 

 

1． 公の施設の管理運営 

(1) 公の施設の設置及び管理 

地方自治法第244条の2第1項では、普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定め

があるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければな

らないとされている。また、同条第3項では、普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的

に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって

当該地方公共団体が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせる

ことができ、同条第4項では、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範

囲その他必要な事項を定めるものとするとされている。さらに、同条第5項から第7項において、指定

管理者の指定期間を定めること、指定管理者の指定は当該普通地方公共団体の議会の議決を経なけれ

ばならないこと、指定管理者は毎年度終了後、その管理する公の施設の管理業務に関し事業報告書を

作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出することが定められている。 

 

(2) 指定管理者制度 

指定管理者の意義 

地方自治法の一部改正に伴い、これまでの管理委託制度に替わって創設された制度で、条例で定め

た手続に基づき議会の議決を得た団体を市が指定し、公の施設の管理を一定期間その団体に行わせる

制度であって、民間事業者、ＮＰＯ団体等の民間団体もその管理団体(指定管理者)となることができ

るとするものである。 

民間団体の持つノウハウを施設管理に活用することで、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的

に対応し、住民サービスの向上が図られることや、経費の節減等が図られることが期待されている。 

 

(3) 直方市の方針 

市は、指定管理者制度導入の検討を行い、指定管理者の指定手続に関する基本的な事項を定めた「直

方市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」(平成17年9月29日条例第19号)を制定し

た。 

また、指定管理者制度の導入については行政改革の方向性である「民間でできるものは、民間に」

を基本原則に市民サービスの維持向上や地域経済の活性化等を考慮しながら、民間(市民・ＮＰＯ・

民間企業等)活力を導入するなど、その一手法として有効であるととらえ、導入効果が期待できる施

設については、積極的に指定管理者制度を導入することとしており、直鞍産業振興センター(以下「産

業センター」という。)については、産業センター設置条例の中で指定管理制度を定め、平成16年4

月から、直鞍産業振興センター別館(以下「別館」という。)については平成25年4月から指定管理者

制度が導入された。 

 

(4) 利用料金制度 

地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(以

下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができ(地方自治法第244 条

の2第8項)、公益上必要があると認める場合を除き、条例の定めるところにより、指定管理者が利用
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料金を定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該

地方公共団体の承認を受けなければならない(地方自治法同条第9項)とされている。 

産業センター及び別館は、指定管理当初から利用料金制度を導入している。 

 

2． 指定管理者の概要 

(1) 産業センター及び別館の指定管理者に指定されている一般財団法人 直鞍情報・産業振興協会の概

要は、次表のとおりである。 

 

団 体 名 一般財団法人 直鞍情報・産業振興協会 

団 体 所 在 地 直方市大字植木1245番地2 

団 体 代 表 者 名 理事長 秋 吉 恭 子 

団体設立年月日 平成16年3月1日 

目的及び事業内容 

【目    的】 

主として直鞍の地域企業に対し、研究開発支援、研究会運営の支援、教育研修に

関する事業を実施し、地域企業の技術・技能の高度化や経営の合理化・近代化を

促進するとともに、電磁両立性（EMC）試験の測定施設を充実し、各種規格試験の実

施及び評価、EMC人材育成等の事業を実施することで、中小企業の開発業務を促進

し、もって地域産業の振興と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 

【事業内容】 

1．技術相談対応による技術課題の解決や研究開発の支援             

2．各種研究会の運営支援 

3．地域青少年への科学技術啓蒙活動                                                 

4．各種技術講習会等の開催及び会場の提供                        

5．電磁両立性(EMC)試験の実施 

6．電磁両立性(EMC)試験の結果に係わる試験成績書の発行                          

7．電磁両立性(EMC)試験に係わる技術相談及び技術指導の実施                        

8．電波暗室の開放利用 

9．その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

(2) 指定管理者の選定  

直方市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第5条第1項第4号に基づき、公募に

よらない特例による選定である。 
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3． 施設の概要 

(1) 施設の概要状況は、次表のとおりである。 

 

施設の概要 

 

施 設 名 称 
直鞍産業振興センター(ＡＤＯＸ福岡) 

直鞍産業振興センター別館 

設 置 目 的 
企業、団体等の人材育成、情報交流等の活動を支援し、地域産業の振興を図ることを

目的とする。 

所 在 地 
直鞍産業振興センター       直方市大字植木1245番地2 

直鞍産業振興センター別館   直方市大字植木849番地1 

竣工年月日 

直鞍産業振興センター       平成14年3月22日 

直鞍産業振興センター別館   平成2年12月27日(直方コンピュータ・カレッジ) 

平成23年3月31日贈与により取得 

建 物 概 要 

直鞍産業振興センター     : 鉄骨造2階建 

                          延床面積 2,314㎡ 

直鞍産業振興センター別館 : 鉄筋コンクリート造2階建 

                          延床面積 1,991㎡ 

主 な 施 設 

直鞍産業振興センター 

   ＥＭＣ試験設備(大型電波暗室・小型電波暗室・シールド室) 

   研修室、インキュベート室 

直鞍産業振興センター別館 

   研修室、インキュベート室、ミーティングルーム 

開 館 時 間 9時から17時まで 

休 館 日 

・土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に 

規定する休日  

・12月29日から翌年1月3日まで 

業 務 内 容 

・利用者の受付対応、施設等の使用の許可に関する業務 

・利用料金等の収受に関する業務 

・施設及び設備の維持管理に関する業務 

・ＥＭＣの測定等に関する業務 

・各種講習の開催など産業振興事業に関する業務 

管理担当課 産業建設部 商工観光課 
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(2) 施設の利用状況は、次表のとおりである。 

 

令和2年度直鞍産業振興センター来訪者(来訪目的別) 

(単位：件) 

 

 

 

令和2年度産業センター利用状況 

(単位：件) 

施設 
 

月 

産業センター 

大型 

電波暗

室 1 

大型 

電波暗室

2 

車載暗

室 

小型 

電波暗室 
ｼｰﾙﾄﾞ室 

研修室

1 

研修室

2 

研修室

3 

ｲﾝｷｭﾍﾞ

ｰﾄ室 1 

ｲﾝｷｭﾍﾞｰ

ﾄ室 3 
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 

大容量 

電源 

4月 9  17  11  4 14   0  0  0 1  1  10 0  

5月 9  13  7  3  0   0  0  0 1 1 3  0 

6月 18  26  9  9  8   0  0  2 1  1  7   0 

7月 19  18  9  7  15   0  0  1 1  1  9 0  

8月 16  16  10  10  14   0 0  1  1  1  11  0 

9月 20  18  0  12  8   0  0  0 1  1  14 0  

10月 20  15  5  7  9   0  0  3 1  1  11 0  

11月 14  20  5  11  5   0  1  2 1  1  5  0 

12月 13  19  3  16  9   0  0  0 1  1  12  0 

1月 10  14  1  6  2   0  0  0 1  1  4  0 

2月 15  13  3  8  7   0  0  0 1  1  8  0 

3月 18  17  7  10  6  0   1  2 1  1  10  0 
合計 181  206  70  103  97  0  2  11  12  12  104 0  

 

  施設 

月 

産業センター 別館 

合  計 
試験利用 

セミナー 

講習会 

EMC 

技術相談 
その他 

セミナー 

講習会 
諸会議 N-biz その他 

4月 137  0 0  0  0  11 63 5 216  

5月 110  0  0  0  0  17  67 4  198  

6月 170  0  11  0  25  11  71 7  295  

7月 130  0  0  38  74  21  67 10  340  

8月 82  40  0  26  110  12  47 4  321  

9月 95  63  0  19  129  23  77 5  411  

10月 91  0 0  32  70  12  79 16  300 

11月 89  1  0  30  75  14  72 10  291  

12月 92  0  0  30  129  10  48 7  316 

1月 51  0  0  28  15  12  38 3  147  

2月 95 0  0  16  190  10  87 11  409  

3月 124 0  0  55  78  40  45 5  347  

合  計 1,266  104  11 274  895  193  761 87  3,591  

令和元年度 2,088 137 58 87 1,421 318 986  435 5,530 
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令和2年度別館利用状況 

(単位：件) 

施設 
 

月 

別      館 

研修室 1 研修室 2 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室 1 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室 2 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室 3 ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室 4 ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 

4月 0 0 0  0  1  1  0 

5月 0 0 0  0  1  1  0 

6月 0 0 0  0  1  1  0 

7月 3 0  0  0  1  1  1 

8月 3 1 0  0  1  1  0 

9月 5 3 0  0  1  1  0 

10月 5 0 0  0  1  1  1 

11月 3 0 0  0  1  1  0 

12月 4 0 0  0  1  1  0 

1月 3 0 0  0  1  1  0 

2月 1 0 0  0  1  1  1 

3月 5 0 0  0  1  1  0 

合計 32 4 0  0  12  12  3 

 

インキュベート室の入居者は、産業センターは2社、別館は2社となっている。 

 

 

 

 

令和2年度ＥＭＣサイト試験室稼働状況(稼働率) 

                                                                       (時間稼働率:%) 

施設 

月 

産業センター 

大型 

電波暗室 1 
大型 

電波暗室 2 
小型 

電波暗室 車載暗室 シールド室 

4月 48 100 18  32  53  

5月 49 79  15  34  0  

6月 90 150  46  51  41  

7月 98 95  34  41  67  

8月 74 77  42  43  69  

9月 103 101  64  0 45  

上期平均 77.0 100.3 36.5 33.5 45.8 

10月 93 89  37  26 35  

11月 64 88  33  4  0  

12月 66 112  75  16  35  

1月 39 75 20  0  3  

2月 65 69  35  17  28  

3月 86 90  45  44  28  

下期平均 68.8  87.2  40.8  17.8  21.5  

年 平 均 72.9  93.8  38.7  25.7  33.7  

令和元年度平均 106.8 128.7 58.3 68.8 46.5 
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(3) 指定管理者の収支状況 

指定管理者は、産業センター及び別館の管理運営に要する経費(支出)を利用料金収入、管理運営業

務の実施に伴い、指定管理者が収受する収入及び直方市から支払われる指定管理者委託料をもって充

てている。 

産業センター及び別館の運営に関する指定管理者の収入、支出状況及び利用料収入状況は、次表の

とおりである。 

 

指定管理者の収支状況 

(単位：円) 

 

令和 2年度 令和元年度 

収入 支出  収入 支出 

産業振興 59,690,264 44,387,260 48,656,302 36,020,012 

EMC 事業 107,008,156 101,417,087 142,273,592 123,592,627 

法人会計 △ 1,351,872 7,116,151 1,886,054 8,386,126 

合計 165,346,548 152,920,498 192,815,948 167,998,765 

収支差額 

(次年度繰越額) 12,426,050 24,817,183 

 

ア 収支について 

産業振興事業部では収入、支出とも増加しているが、ＥＭＣ事業部では収入、支出とも減少している。令

和2年度決算も前年度に引き続き黒字となっているが、次年度繰越額は大幅に減少している。 

 

(4) 利用料金収入状況 

指定管理者は、直鞍産業振興センター設置条例第 8条第 3項の規定により、利用料金を自らの収入

とすることが認められている。 

また、利用料は、同条例第8条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て、条例で定める金 

額の範囲内で設定されている。 

令和2年度産業センター及び別館の施設利用料月別収入状況は、次表のとおりである。 

 

令和 2年度産業センター利用料収入の状況 

                 (単位：円) 

施設 

 

月 

産業センター 

大型 

電波暗室 1 

大型 

電波暗室 2 
車載暗室 

小型 

電波暗室 
ｼｰﾙﾄﾞ室 

研修室

1 

研修室

2 

研修室

3 
ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ室 ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ 

大容量 

電源 
合計 

4月 2,402,500 4,641,220 630,200 138,560 415,520  0  0  0 100,000 231,000  0 8,559,000 

5月 1,163,000 1,333,000 560,000 153,600 118,400  0  0  0 100,000 75,000  0 3,503,000 

6月 2,878,300 1,880,800 729,400 204,800 304,000  0  0  0 100,000 132,000  0 6,229,300 

7月 2,053,500 2,813,000 168,000 222,560 296,000  0  0  0 100,000 171,000  0 5,824,060 

8月 2,192,000 1,033,000 786,000 418,400 388,800  0  0  0 100,000 219,000  0 5,137,200 

9月 3,461,600 1,791,000 92,400 787,840 536,640  0  0  0 100,000 378,000  0 7,147,480 

10月 2,501,500 2,315,500 301,400 375,040 370,240  0  0  0 100,000 216,000  0 6,179,680 

11月 736,000 1,334,500 0 438,400 142,400  0 1,500 3,000 100,000 156,000  0 2,911,800 

12月 3,565,500 2,187,300 330,000 971,120 292,800  0  0  0 100,000 384,000  0 7,830,720 

1月 1,246,500 1,928,000 64,400 129,600 0  0  0  0 100,000 81,000  0 3,549,500 

2月 1,132,300 1,599,000 0 515,200 180,800  0  0  0 100,000 180,000  0 3,707,300 

3月 2,282,000 1,452,500 524,400 311,040 146,880  0  500 1,000 100,000 180,000  0 4,998,320 

合計 25,614,700 24,308,820 4,186,200 4,666,160 3,192,480 0 2,000 4,000 1,200,000 2,403,000  0 65,577,360 
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令和 2年度別館利用料収入の状況 

                  (単位：円) 

施設 

 

月 

別     館 

研修室 1 研修室 2 
インキュベ

ート室 1 

インキュベ

ート室 2 

インキュベ

ート室 3 

インキュベ

ート室 4 

ミーティン

グルーム  
合計 

4月 0 0 0  0  49,500 69,300  0    118,800  

5月 0  0  0  0  49,500 69,300 0  
 

118,800  

6月 0 0  0  0  49,500 69,300 0  
 

118,800  

7月 40,920  0  0  0  49,500 69,300   1,100  
 

160,820  

8月 27,720  14,960  0  0  49,500 69,300   0    161,480  

9月 76,120  38,720  0  0  49,500 69,300   0  
 

233,640  

10月 24,640  0  0  0  49,500 69,300   550  
 

143,990  

11月 7,920  0  0  0  49,500 69,300   0  
 

126,720  

12月 11,440 0  0  0  49,500 69,300   0    130,240  

1月 7,040  0  0  0  49,500 69,300 0  
 

125,840  

2月 3,520  0  0  0  49,500 69,300   1,100 
 

123,420  

3月 63,360  0  0  0  49,500 69,300   0  
 

182,160  

合計 262,680  53,680  0  0  594,000  831,600  2,750  
 

1,744,710  

  

(5) 委託料収入状況 

平成 28年度までの指定管理者の委託料は、ＥＭＣの利益の一部で産業振興部門の経費負担を賄う

ようになっており、平成 29年度からは施設更新の積立費用も考慮し委託料が増額された。 

 

委託料収入の状況 

                                                                        (単位：円) 

年度 

項目 
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

直鞍産業振興センター 

管 理 運 営 委 託 料 
3,085,714 14,722,000 14,000,000 13,440,000 13,815,200 

 

第3 監査の結果 

1． 協定書について 

(1) 備品の管理 

産業センター及び別館の備品については、①産業センターの管理運営に関する協定書第 8条第 1項

の規定に基づき市から無償で貸与されたもの、②指定管理者が独自で購入したものの 2 種類が存在す

る。①の備品については、備品票の添付が無いもの、設置場所の変更登録されていないもの、壊れた

備品の廃棄処理がなされていないもの等、不備が見受けられた。規定に基づいた備品の整理をされた

い。 

  

 (2) 業務実施に係る市の確認事項 

直鞍産業振興センターの管理運営に関する協定書第9条に規定する事業計画書の提出、第14条に規

定する事業報告書の提出については、適正に履行されていた。但し、協定書第4条において、産業セ

ンター設置条例引用の条項の数字の記載漏れが見受けられた。漏れの無いように正しく記載されたい。 

 

2． 出納管理について 

(1) 指定管理委託料の処理について 

指定管理者委託料に係る事務については、概ね適正に処理されていた。新型コロナウイルス感染症
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のため中止した事業については、返納通知書兼領収書を確認した。 

しかしながら、委託している業務の契約書において、委託者である直鞍情報・産業振興協会の住所

が別館の住所となっているものがある。登記簿に記載された住所は産業センター（本館）の住所であ

るため、契約書等においては産業センター（本館）の住所を記載すべきと思われる。今後の契約事務

について検討されたい。 

(2) 利用料収入の処理について 

利用料収入に係る事務についての、現金の取扱は、別館を使用する一部の使用料に限られ、その他

の使用料とＥＭＣ事業の入金は振込で処理されている。現金による収納については、金融機関に納入

するまでの間、金庫で適正に保管されていた。 

しかし請求書や領収証において、発行者の肩書は「直鞍産業振興センター代表」と記載されている

が、押印は「直鞍産業振興センター長印」であり肩書と異なる。また、センター長不在の場合の条項

が欠けているなど不備な点が見受けられるため、一般財団法人直鞍情報・産業振興協会会計処理規程

の条項の整理をされたい。 

 

3． 事業計画について 

令和2年度事業計画の実施状況を、令和2年度事業報告書及びヒアリングにて確認審査した結果、適

切に事業が遂行されたことを確認した。但し、直方市合同会社説明会、もの作り教室、発明くふう展、

労働安全講習会（クレーン運転特別教育等の一部）は新型コロナウイルス感染症の影響で中止となって

いた。 

 

4． 諸規定の整備について 

一般財団法人 直鞍情報・産業振興協会では、定款はもとより直鞍情報・産業振興協会事務処理規則、

会計処理規程、就業規則、職員給与規程、職員退職金規程、職員の出張旅費に関する規程等の諸規程が

整備され、また、個人情報の取扱いについては、直鞍産業振興センターの管理運営に関する協定書第21

条第1項及び第2項の「個人情報取扱特記事項」を遵守している。 

しかし、直鞍情報・産業振興協会事務処理規則における、経営管理課の配置図上の位置づけについて

は再検討されたい。また、直鞍情報・産業振興協会職員給与規程第３条に定める「給料表」については、

引用先を明確にし、条文の整備をされたい。今後も規則、規程等に基づいた適切な管理運営に努められ

たい。 

 

5． 委託契約について 

(1) 直鞍ビジネス支援センター（Ｎ-biz）の取組について 

直方市が策定した産業振興アクションプランを一層強化推進するために、平成29年度から、直鞍

ビジネス支援センター（Ｎ-biz）を開設し、直鞍地区の中小企業・新規創業者の無料相談事業を行

っている。今後も事業を継続するためには、相談事業の有料化も視野に入れ検討する必要があると思

われる。 

(2) 令和２年度の委託事業について 

ア  情報の拠点化稼ぐ産業づくり事業  

市内の製造業の情報を学生に収集させ情報発信を行うとともに、情報をポータルサイトに集約。

さらに市内企業の見学イベントの実施等により全国や市民に向けて企業情報を発信し、地元人材の

雇用を増加させ若年層の定住化を図る事業の実施。 

・企業データベースのIT化 

・学生レポーターによる情報発信（新型コロナウイルス感染症のため中止） 

・のおがた“働く”ウィークの開催（新型コロナウイルス感染症のため中止） 

イ  女性が輝く仕事創生事業 

製造業中心の産業構造と女性人材の間でミスマッチがあり、市内で定住化を図るには、女性の「し

ごと」を創る女性就業、創業相談、既存の中小の支援策としてアイデア出しによる商品開発や販路
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の開拓を行う売上向上支援、異業種及び同業種間のマッチングを進め産業の活性化を目指す事業の

実施。 

ウ  デジタルトランスフォーメーション推進事業 

新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活様式を踏まえた事業経営への転換を迫ら

れるIT人材の育成、在宅ワーク啓発のためのセミナーの実施し、IT事業者の誘致のため「まちの

見学ツアー」を一元的に取り組む事業の実施。 

又、IT技術を持った人材と市内の事業者を引き合わせる、副業人材のマッチング事業の実施。 

 

まとめ 

以上が、産業センター及び別館に関する指定管理者監査の結果である。 

産業センターは、本市が平成 14年 4月に直鞍地域に集積する機械金属関連産業を始めとする製造業

の支援施設として設置した。当初は、福岡県の協力を得ながら本市が直接運営を行っていたが、地域産

業に対する更なるサービス向上を図るため平成 16年度から指定管理者制度を導入した。 

産業センターの業務は、産業振興業事業部とＥＭＣ(電磁両立性)事業部の二つの部門があり、産業振興

事業部では直鞍次世代産業研究会、直鞍自動車産業研究会、直鞍産業振興の振興を図るための事業（研

究開発支援事業、人材育成事業）を行い、ＥＭＣ事業部では、電子・電気機器産業を始めとする研究開

発に欠かせない試験研究施設(ＥＭＣサイト)の運営・管理、ＥＭＣ人材育成事業を行っている。 

こうした中、直方市では企業、団体等の人材育成、情報交流等の活動を支援し、地域産業の振興機能

強化を図るため、旧直方コンピュータ・カレッジを産業センターの別館として、インキュベート室や研

修室を整備し、平成 25年 4月から財団に管理運営委託をしている。 

一般財団法人 直鞍情報・産業振興協会は、主として直鞍の地域企業に対し、研究開発支援、研究会運

営の支援、教育研修に関する事業を実施し、地域企業の技術・技能の高度化や経営の合理化・近代化を

促進するとともに、電磁両立性（ＥＭＣ）試験の測定施設を充実し、各種規格試験の実施及び評価、Ｅ

ＭＣ人材育成等の事業を実施することで、中小企業の開発業務を促進し、もって地域産業の振興と地域

社会の健全な発展に寄与することを目的として設立され、平成 16年度から現在まで 17年余の間、産業

センター及び別館の運営を行ってこられた。 

その間、施設利用者に対する迅速なサービスの提供や研究会を始めとする時宜を得た新規事業の取り

組みを行うなど、様々な地域産業振興のための事業を展開されてきており、地域の産業の発展に寄与さ

れている。 

産業センター及び別館は、施設の利用料金収入と委託料収入にて運営しており、令和 2 年度決算は黒

字となっているが、ＥＭＣ事業の収益が前年度よりも減少している。そのため、新規顧客の開拓をさら

に取り組まれ、ＥＭＣのニーズに基づいた試験が実施できるような整備や、ガソリン車から電気自動車

への転換等の社会変化に則した更新計画の修正について市と十分協議されるなど、問題の早期対応を望

むものである。 

直方市では、平成 27 年 3 月に産業界の連携や新産業創出などの観点から中長期的な視点での産業振

興施策の方向性と将来像を体系的に示し、計画的に推進する上での指針となる「直方市産業振興ビジョ

ン」を策定し、翌年 3月に平成 28年度から令和 6年度までの 9年間の中長期計画における具体的な施

策である「直方市産業振興アクションプラン」を策定している。 

「直方市産業振興アクションプラン」では「のおがた働くウィークの開催」「広報機能強化による地域

産業のプランディング」「直鞍産業振興センター(ＡＤＯＸ福岡)産業振興部門の機能強化」の三つの柱、

リーデイングプロジェクトを策定した。平成 29年度からは、「直鞍産業振興センター(ＡＤＯＸ福岡)

産業振興部門の機能強化」を推進するために、直鞍ビジネス支援センター（Ｎ-biz）を開設し、直鞍地

区の中小企業・新規創業者の無料相談事業を実施されている。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響が深刻な今年度は、デジタルトランスフォーメーション推進

事業等、新しい生活様式を踏まえた事業経営への転換に対応する事業を展開された。また、女性が輝く

仕事創生事業では、直鞍ビジネス支援センター（Ｎ-biz）が中心となって事業を進め、製造業中心の市

内での定住化を図るため、女性の就業、創業相談、商品開発や販路の開拓を行う売上向上支援をされて
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いる。 

事業開始から４年目を迎える直鞍ビジネス支援センター（Ｎ-biz）が、今後の事業を幅広く展開する

ためには他市町との連携強化が益々必要と考えられる。 

今後とも、市との連携を密にし、適正な運営に努められ、本市経済の活性化と発展にむけ産業界・関

係機関と一体となり、産業振興のためなお一層の努力をされるよう望むものである。 


